
 

北九州市監査公表第３号  

                         令和８年２月２０日  

 

北九州市監査委員  中 西 満 信  

同         梅 田 久 和  

                 同         鷹 木 研一郎  

同         大久保 無 我  

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査を行ったの

で、同条第９項の規定により、その結果を公表する。 

 

１ 監査の対象 

（１）財政援助団体 

今回の監査は、北九州市（以下「市」という。）が財政援助をしている

都市戦略局、港湾空港局及び消防局所管団体のうち、次の１４団体を抽出

し、令和６年度及び令和７年度（令和７年４月から同年６月末日まで）に

交付した補助金等に係る出納その他の事務の執行を対象とした。 

 

               （令和７年６月３０日現在、単位：千円） 

補助金等 

交付団体名 
補助金等の名称 

６年度 

交付額  
７年度 

交付額  
所管課 

社会福祉法人 

風花会 

高齢者向け優良賃

貸住宅家賃減額補

助金 

12,445 0 
都市戦略局 

住まい支援室 

紫川周辺にぎ 

わい創出プロ 

ジェクト実行 

委員会 

紫川周辺にぎわい

創出プロジェクト

実行委員会負担金 

41,441 0 

都市戦略局 

都市再生企画

課 

 

北九州空港ア 

クセス推進協 

議会 

 

 

北九州空港アクセ 

ス推進協議会負担 

金 

 

251,825 239,800 
港湾空港局 

空港企画課 



 

 

北九州空港物 

流拠点化推進 

協議会 

 

北九州空港物流拠 

点化推進協議会負 

担金 

95,648 42,128 
港湾空港局 

空港企画課 

みなとオアシ 

ス門司港運営 

協議会 

みなとオアシス門 

司港運営協議会事 

業負担金 

6,500 9,700 

港湾空港局 

クルーズ・交

流課 

北九州市消防 

協会 

北九州市消防協会

事業補助金 
5,658 1,900 

消防局 

消防団課 

門司消防団 

 

北九州市消防団交

付金 
5,024 1,690 

消防局 

消防団課 

小倉南消防団 

 

北九州市消防団交

付金 
5,112 2,000 

消防局 

消防団課 

八幡東消防団 
北九州市消防団交

付金 
3,817 1,290 

消防局 

消防団課 

洞海湾消防団 
北九州市消防団交

付金 
763 631 

消防局 

消防団課 

北九州市市民

防災会総連合

会 

北九州市市民防災

会総連合会補助金 

 

1,100 1,100 
消防局 

予防課 

小倉北区市民

防災会連合会 

小倉北区市民防災

会連合会補助金 
917 920 

小倉北消防署 

予防課 

八幡西区市民

防災会連合会 

八幡西区市民防災

会連合会補助金 
1,089 1,108 

八幡西消防署 

予防課 



 

戸畑区市民防

災会連合会 

戸畑区市民防災会

連合会補助金 
549 549 

戸畑消防署 

予防課 

  ※７年度交付額は、令和７年６月３０日現在の交付済額。 

 

（２）公の施設の指定管理者 

今回の監査は、市が公の施設の管理を行わせている都市戦略局及び港湾

空港局所管の指定管理者のうち、次の４団体を抽出し、令和６年度及び令

和７年度（令和７年４月から同年６月末日まで）の公の施設の管理に係る

出納その他の事務の執行を対象とした。 

 

指定管理者名 施設名 指定期間 所管課 

公益社団法人

北九州市シル

バー人材セン

ター 

北九州市営黒崎

駅西駐車場 

令和７年４月１日～ 

令和１２年３月３１日 

都市戦略局 

都市交通政策

課 

グリーンパー

ク活性化共同

事業体 

グリーンパーク

（響灘緑地）・

ひびき動物ワー

ルド 

令和７年４月１日～ 

令和１２年３月３１日 

都市戦略局 

緑政課 

一般社団法人

西日本工業倶

楽部 

旧安川邸及び夜

宮公園駐車施設 

令和４年７月１日～ 

令和９年３月３１日 

都市戦略局 

緑政課 

門司港共創プ

ロジェクトチ

ーム共同事業

体 

旧大連航路上屋 
令和５年４月１日～ 

令和１０年３月３１日 

港湾空港局 

港営課 

北九州市旧門司

税関 

令和５年４月１日～ 

令和１０年３月３１日 

港湾空港局 

港営課 

 

２ 監査の方法  

（１）財政援助団体 

監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行されているか等

を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに関係職員から

説明を聴取した。 

なお、この監査は、北九州市監査基準に準拠して行った。 

 

（２）公の施設の指定管理者 



 

監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行されているか等

を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに関係職員から

説明を聴取した。 

なお、この監査は、北九州市監査基準に準拠して行った。 

 

３ 監査の期間 

令和７年７月４日から令和８年１月２９日まで 

 

４ 監査の結果 

（１）財政援助団体 

監査に当たっては、補助金等がその目的に沿って適正に執行されている

か等に着目して実施した。 

監査した限り、重要な点において、出納その他の事務は適正に処理され

ていた。   

 

（２）公の施設の指定管理者 

   監査に当たっては、条例及び協定に沿って適正な管理が行われているか

等に着目して実施した。 

監査した限り、重要な点において、出納その他の事務は適正に処理され

ていた。 


